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第２章 教育を取り巻く環境の変化と課題 
 
 
 
 

 

 国の人口は、平成２０年（2008年）をピークとして減少傾向にあり、令和１２年（2030年）にかけて２０

代、３０代の若い世代が約２割減少するほか、６５歳以上が総人口の３割を超えるなど生産年齢人口の減

少が加速することが予測されています。 

 本市の総人口は、令和８年（2026年）までは、徐々に増える推計となっていますが、年少人口は減少傾向

にあり、人口構造の変化や少子化が進行していくことが想定されています。また、平均寿命の延伸に伴い、全人口

に占める高年者の割合が増加し、今後、超高齢社会✪を迎えることが想定されています。 

 人口構造の変化や少子高齢化は、労働力人口の減少による経済活動の縮小や社会の活力の低下をもたら

すだけでなく、地域社会の維持が困難になるなど、市民生活に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。 

 全ての人々がこれからの社会を担い生き抜いていく力を育むとともに、生涯にわたり、様々な分野でそれぞれの

役割や能力を発揮することが求められています。 

 

 

将来人口推計 
（単位：人）     

 

資料：平成３０年４月１日時点の住民基本台帳を基にした市独自推計 

  

１ 人口構造の変化と少子高齢化 

※網掛けは最高値 
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 コンピュータ及びインターネットの進化と広がりに代表されるように、情報技術は格段の進歩を遂げ、今日の社会

において欠かせないものになっています。とりわけ、近年では第四次産業革命ともいわれる、進化した人工知能が

様々な判断を行ったり、身近なものの働きがインターネット経由で最適化されたりする時代の到来が社会や生活を

大きく変えていくとの予測がなされているため、子どもたちへの情報活用能力の育成が求められています。 

 本市では、全小中学校に校内の様々な場所で無線ＬＡＮを利用できる環境を整え、タブレット型パソコンや電

子黒板などを導入するなど、日常的にＩＣＴ✪を活用できる環境を整えているところですが、今後は、今まで以上

に授業の効率化につながるＩＣＴ✪の利活用などＩＣＴ✪環境を学習活動にいかしていく必要があります。 

 一方で、「ネット依存」、「ネットいじめ」といったＩＣＴ✪をめぐる新たな問題も生じています。子どもたちには、得

られた情報のみにとらわれることなく、情報の真偽を見極めて主体的に考え、正しく判断するための情報リテラシー

教育✪や携帯電話等の利用マナーを身に付けるための家庭でのルールづくりや学校における情報モラル教育の充実

が求められています。 

 また、経済、人、情報、文化など様々な分野で、加速度的にグローバル化が進展しています。本市においても外

国人が多く在住しており、外国語によるコミュニケーション能力や、異なる文化に対する理解、共存等の必要性も

増しています。 

 このような中、子どもたちは国際社会で生きる日本人としての自覚を持つことや、コミュニケーション能力等を身に

付けることが求められていることから、国際理解教育や外国語教育を更に充実させることが必要です。 

 

 

 

携帯電話やスマートフォンの使用状況 

 

資料：平成２９年度全国学力・学習状況調査「児童生徒質問紙調査」 

                         ＊平成３０年度は調査項目なし 

 

 

 

 

草加市 埼玉県 全国 草加市 埼玉県 全国

「普段（月～金）、１日当たりどれくら
いの時間、携帯電話やスマートフォンで
通話やメール、インターネットをします
か（携帯電話やスマートフォンを使って
ゲームをする時間は除く）の設問に対す
る「３時間以上」の割合

8.0% 6.4% 7.0% 20.5% 16.8% 18.1%

「携帯電話やスマートフォンの使い方に
ついて、家の人と約束したことを守って
いますか」の設問に対する「きちんと
守っている」、「だいたい守っている」
の合計の割合

50.9% 48.3% 48.7% 53.1% 51.8% 50.6%

小学６年生 中学３年生
設問

２ 情報化社会とグローバル化の進展 
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在住外国人の状況 

 

              資料：平成３０年版草加市統計 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成３０年版草加市統計書 

（注）平成２４年７月９日付けで、住民基本台帳法の一部改正及び外国人登録法が廃止され、 

   従来の外国人登録人は基本的に住民基本台帳（外国人）へ移行した。 

 

 
 

 サービス産業の拡大、外国人就業者の増加、終身雇用・年功序列から成果・能力重視への雇用形態の変容、

パートタイム・アルバイトなど非正規雇用者の割合の増加、女性の社会進出の割合の増加など、経済構造と雇用

状況の多様化が進行しています。 

 こうした状況の中、経済的格差による子どもの貧困の問題が指摘されています。「子供の貧困対策に関する大

綱」では、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖

することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図るとともに、全ての子どもたちが夢や希望を持って成

長していける社会の実現を目指していくことが求められています。 

 今後は、子どもたちが将来の夢や希望を持ち、その実現に向けて努力していく意欲・態度等を育成するため、ま

た、子どもたちが成長する過程で最善の方法を主体的に選択することができるよう、子どもたちへの支援体制の充

実が求められています。 

 

 
 

 地球温暖化を始め、これまでにない異常気象の多発やエネルギー問題など、地球規模での環境問題が深刻化

しています。特に、東日本大震災や熊本地震といった大規模地震、台風などによる風水害は、市民生活に大きな

影響をもたらす事態となっています。 

 今後、予測不能な自然災害に備え、子どもたちが安全に安心して学校生活を送れるよう、学校施設の整備や

熱中症の予防などの対策を今まで以上に進めていくことが求められます。 

 また、子どもたちが環境に対する意識を高める取組を推進するとともに、学校施設は、災害時には地域住民の

緊急避難場所としての役割を果たすことから、子どもたちに防災意識を高める取組を推進する必要があります。 

 

 

３ 経済構造と雇用状況の変化に伴う格差への対応 

４ 自然災害に備えた対応 
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 近年、いじめや暴力行為等の問題行動の発生、不登校児童生徒数、特別支援学級・特別支援学校に在籍

する児童生徒数、日本語指導が必要な児童生徒数の増加など、多様な教育的ニーズへの対応が必要となってき

ています。 

 本市では、いじめ・不登校などに対する教育相談、問題行動の予防や解決を図るための積極的な生徒指導の

充実や「草加市学校におけるいじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、いじめの未然防止・早期発見・

早期対応に努めるとともに、関係機関と緊密に連携を図りながらいじめ撲滅に取り組むなど、複雑化・困難化して

いる問題に対応してきました。 

 特別支援教育✪に関するニーズへの対応については、障がいのある子どもとない子どもが共に学ぶことを追求し、

多様な学びの場をその時々に応じて効果的に活用し、特別な教育的支援が必要な子ども一人ひとりの可能性を

最大限発揮させるために必要な配慮を行うことなどの支援を通じて、特別支援教育✪の充実を図ることが求められ

ています。 

 また、日本語指導が必要な児童生徒数が増加傾向にあるため、国際理解教育補助員✪を配置し、一人ひと

りの学習をきめ細かに支援することで、子どもたちが抱える学校生活への不安を取り除けるようにしていく必要があり

ます。 

 今後も、多様な教育的ニーズに柔軟に対応し、教育機会の提供や配慮、支援を行っていくことが求められています。 

 

 

 
 

 総人口が微増傾向にある一方で、本市の一世帯当たり人口や年少人口が減少傾向にあり、核家族化や少

子化の進行がうかがえます。 

 核家族化や少子化の進行により、子どもたちにとって祖父母の経験からの学びや兄弟姉妹で切磋琢磨する機

会は減少しています。また、親の子育ても手探り状態で行わざるを得ない状況も生じています。家庭は全ての教育

の出発点として、日々の生活を通して子どもが基本的な生活習慣や規範意識を身に付ける場であることから、家

庭での子育てや教育の在り方について見つめ直す必要があります。また、都市化の進行、家族形態の変容、価値

観やライフスタイルの多様化などにより、地域との関わりを持たない暮らし方が増えています。身近な人と関わること

が少なくなり、子どもたちの規範意識や社会性などが育まれにくくなってきている、また、子育てについての悩みや不

安を抱える保護者が増加してきているといった課題が指摘されています。 

 人と人とのつながりの希薄化が懸念される中で、子どもたちをよりよく育むためには、地域やＰＴＡ活動における

学校との連携を始め、地域と学校がお互いの力をより一層発揮し、一体となった取組を進めることが不可欠です。

今後、地域でどのような子どもたちを育てるのか、何を実現していくのかという目標やビジョンを地域の方々と共有し、

地域と一体となって子どもたちを育む「地域とともにある学校」へと転換していくことが求められています。 

 

 

 

 

５ 多様なニーズに対応した教育機会の提供等 

６ 家庭や地域社会の変化への対応 
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一世帯当たり人口（総人口）  

                       （各年１月１日現在） 

 

                    資料：平成３０年版草加市統計書 

 

 
 

 学習指導要領では、これまでの学校教育の実践や蓄積をいかし、子どもたちがこれからの社会を切り拓
ひ ら

くための

資質・能力✪を一層確実に育成するとともに、子どもたちに求められる資質・能力✪とは何かを社会と共有し、連携

する「社会に開かれた教育課程✪」を実現することが示されました。 

 小学校では令和２年度（2020 年度）から、中学校では令和３年度（2021 年度）から学習指導要領の全

面実施を控えていますが、子どもたちの知識の理解の質を高め、資質・能力✪を育む「主体的・対話的で深い学び✪」

を実現するため、授業の工夫・改善を図るとともに、カリキュラム・マネジメント✪による教科横断的な教育活動の質

の向上と最大限の教育効果が求められています。また、学習指導要領の改訂に当たり、小学校における外国語の

教科化やプログラミング教育✪の必修化を控えるなど、指導体制の充実を図ることが必要とされています。 

 このような教育の質的転換が求められる中、本市の教員の傾向としては、経験豊富な教員が退職する中で、次

代を担うべき４０歳代や３０歳代後半の中堅の教員が少ないため、若手教員が学校運営の中核を担わなけれ

ばならない状況となっています。 

 今後、学習指導要領の着実な実施に向け、学校の教育力向上に関する支援を講じる必要があります。併せて、

教員が誇りや情熱を持って使命と職責を遂行できる環境整備や、教員の長時間勤務の状況を改善し、教員が

子どもと向き合う時間を確保するための環境整備が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年次 総人口 世帯数 １世帯当たり人口

平成２５年 243,860 107,269 2.27

　２６ 244,289 108,150 2.26

　２７ 245,389 109,575 2.24

　２８ 245,878 111,058 2.21

　２９ 247,040 112,819 2.19

　３０ 247,991 114,578 2.16

　３１ 248,488 116,123 2.14

７ 学習指導要領改訂への対応 
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教職員の年齢構成 

 

小学校（６２０人） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校（３７５人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和元年度 草加の教育 

    令和元年５月１日現在、県費負担教職員 

    （年齢は令和２年３月３１日現在） 
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